
1 

新型コロナウイルス感染症対応に関するＱ＆Ａについて 

 
令和５年９月に新型コロナウイルス感染症対応チェックリスト説明会を受講された施設

からいただいた質問を基に、Ｑ＆Ａを作成しました。 
感染対策の基本をご理解いただき、貴施設の体制・設備・感染者の発生状況等にあわせて

よりよい対策をご検討ください。 
本内容は令和５年１０月現在のものです。地域の流行状況やウイルスの特徴等により変

更が必要となる場合もありますので最新の情報をご確認ください。 
 
（主な参考資料） 

１）2023 年 9 月 19 日 5 類移行後、COVID-19 の感染対策面の課題に対する学会の考え方 
  一般社団法人 日本環境感染学会 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=518  
２）2023 年 1 月 13 日 「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第５版）」 

一般社団法人 日本環境感染学会 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001039370.pdf 
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■施設内感染対策について 

Ｑ1．利用者が集う円卓にパーテーションは必要ないか？                          

Ａ．マスクができない利用者や食事などの場合、また円卓で対面になる場合など、一時的に 
アクリル板などの隔壁を設置することは考慮してもよいですが、基本的には撤去可能 
です。 
パーテーションは、会話などにより発せられた比較的大きな飛沫が対面にいる相手に

飛ぶ前に物理的に遮断する飛沫感染対策として有効です。一方で、極めて微細な粒子に

よるエアロゾルについては、空気中を浮遊し、空気の流れで室内に拡散するためパーテ

ーションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要です。パーテーションを利

用する際は換気を阻害しない配置（換気の流れと並行）にしましょう。 
地域での流行が高まった場合や施設内発生時には、パーテーションの利用や、一方向を

向いて飲食を行う席の配置にする等の工夫をしましょう。 
 

（参考資料） 

１）令和 5 年 3 月 23 日 第 119 回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーリポート 
「これからの身近な感染対策を考えるにあたって（第四報）～室内での感染対策におけるパーティショ

ンの効果と限界～」  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001076994.pdf 
２）令和 4 年 7 月 15 日 事務連絡 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課  
「現下の感染状況を踏まえたオミクロン株の特性に応じた検査体制及び効果的な換気の徹底について」 
https://www.mhlw.go.jp/content/000971006.pdf 
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Ｑ2．次亜塩素水は効果がないのか？                                      

Ａ．次亜塩素酸水は弱酸性で、一般的な除菌、消臭に加え、食品加工工場の野菜の洗浄など

にも使われています。平常時の拭き掃除には有効塩素濃度 80ppm 以上で使用してくだ

さい。また、新型コロナウイルスやノロウイルスの消毒には濃度が足りないことがあり

ますので施設内発生時には控えましょう。 
次亜塩素水に限らず、消毒剤の噴霧については、消毒にムラが生じやすいことと作業者

の吸入暴露の両面から、一般的に勧められていません。 
 
（参考資料） 

１）厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ：新型コロナウイル巣の消毒・除菌方法について、 
4．次亜塩素酸水 5.（補論）空間除菌について 
令和 5 年 9 月 19 日 日本環境感染学会：介護施設における感染対策（環境の消毒） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html 

 
 

■個人防護具について 

Ｑ３．フェイスシールドとゴーグルの使い分けについて知りたい。                      
Ａ．使い分けは特にありませんが、目の上下左右の隙間から飛沫が入らない構造の製品を使 

用することを推奨します。眼鏡タイプや、マスクに張り付けて目を保護するタイプなど 
の製品もありますが、コストなどを含め検討してください。 

 
 
Ｑ４．エプロンとガウンの使い分けについて知りたい。 

Ａ．ガウンは嚥下障害のある方がむせたりする場合の食事介助、口腔吸引など、体液やエア

ロゾルが発生しやすいときや、陽性者の身体を支える場合などに着用します。 
標準予防策として、利用者の口腔ケアや、おむつ交換時など体液、排泄物等を処理する

際に飛散が考えられる時には使い捨てエプロンを使用しますが、脱衣後は腕をしっか

りと石鹸で洗い流します。 
コロナ対応では、陽性者の利用者に直接触れる介護がなければエプロン対応でよいと

思われます。 
 
 
Ｑ５．Ｎ９５マスクとサージカルマスクの使い分けについて知りたい。また、N９５マスクが不足した

際は１日使用してもよいか？ 

Ａ．サージカルマスクは通常 JIS 規格製品の一般用を着用し、陽性者対応では医療者用サ 
ージカルマスクを着用します。 
エアロゾルの発生があると考えられるケアや介護（口腔吸引や嚥下障害があり食事介

助時にむせる等）、一度に多くの患者に対応する場合や激しい咳を伴う患者に対応する
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など、患者の近くで比較的長時間（概ね 30 分以上）の処置やケアを実施する時は、N95
マスクの着用を推奨します。また、使用は 1 回ごと廃棄するのが原則です。 
しかし、N95 マスクが不足するときは、サージカルマスクを N95 マスクの上にカバー

するように着用し、一旦、陽性者の対応が終わったらサージカルマスクを取り除き、廃

棄します。 
直接の接触や正面から飛沫を浴びていなければ連続して使用は可能ですが、一連の業

務が終了した際には廃棄します。 
N95 マスクを一日使用するような場合は、清潔区域ではマスクの表面には触れないよ

う外して紙袋などに入れておき、着用時も取り扱いに注意します。着用したままで一日

を過ごすことはマスク表面に触れたり、ずれを生じたりすることで感染のリスクが出

てきますので、いずれにしても一日毎の交換は望まれます。 
  
 

■陽性者への対応 

Ｑ6．多床室での陽性者のおむつ交換時はエプロンを替えた方がよいか？ 

Ａ．陽性者の有無に関わらず、多床室でも利用者毎のエプロン、手袋交換は個別に行います。

おむつ交換では、特に便に含まれるウイルスや病原微生物によって、他の利用者への水

平感染が起こる可能性がありますので、交換時は手指消毒を行い、新たなエプロン、手

袋を着用します。 
 
 
Ｑ7．靴カバーは必要ないか？ 

Ａ．足元からの感染伝播の報告はありません。むしろ、靴（シューズ）カバーを脱ぐ際に手

指が汚染するリスクを考慮すると、基本的に新型コロナウイルス感染症の予防を目的

としたシューズカバーの使用は推奨しません。履物に血液・体液汚染が生じる恐れがあ

る場合は標準予防策の考え方に基づいて使用してください。使用後の足の消毒噴霧な

どは必要ありません。 
 
 
Ｑ8．陽性者のリネンや衣類の洗濯方法について知りたい。 

Ａ．患者が使用したリネンについても食器と同様に、家庭用洗剤と洗濯機を用いた標準的な

方法でウイルスを不活化できることが国立感染症研究所の調査結果として報告されて

います。熱水洗濯（80℃、10 分間）を行っている施設はそのままの方法で問題ありませ

ん。 
施設内においては、使用後のリネン等を室外に持ち出してから洗濯を行うまで運搬経路

上の感染リスクに注意する必要があります。 
感染者の病室内でリネンを回収する職員は、サージカルマスク（換気の難しい環境や粉

塵が大量に生じる状況の場合は N９５マスクの利用も考慮）、ガウン、手袋などの防護具
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を着用し、リネン類をビニール袋に入れます。 
感染者の病室外でビニール袋に入ったリネン類の回収を行う職員は、手袋、サージカル

マスクを着用し、衣服にリネンが触れる予測がある場合はエプロンを着用し、洗濯機ま

で搬入します。この場合、周囲の汚染に気をつけ、手袋を外して洗剤を入れることやス

イッチをオンにするなど手袋の取り扱いに注意しましょう。手袋を外した後は、手指衛

生を行うなど標準予防策に準じて対応します。尚、界面活性剤入り洗剤を使用するとウ

イルスの殺滅となり、洗濯後は普通の取り扱いで問題ありません。 
回収したリネンを水溶性ランドリーバックに入れて運搬することで、回収・運搬作業者

の安全を確保し、搬送経路の汚染を予防できる方法もあります。 
  
 
Ｑ9．入所中の陽性者が共同のトイレを使用する際に、足元のスリッパは使用してよいか？ 

Ａ．陽性者同士はもちろんのこと、陰性者も特に問題ありません。スリッパを触れる場合は

石鹸での手洗いまたは手指消毒を促しましょう。 
 
 
Ｑ10．陽性者の隔離を解除するにあたり抗原検査は必要か？ 

Ａ．基本的に必要はありません。療養期間については、位置づけ変更後の新型コロナウイル

ス感染症患者の療養の考え方（発症日を０日目として５日間、かつ解熱及び症状軽快から２４時

間経過するまでは外出を控えることが推奨されます。また、１０日間が経過するまでは、ウイルス排

出の可能性があることから、高齢者施設等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよ

う配慮しましょう。）等を参照に、罹患された方の体調や地域の流行状況等、総合的に判

断し施設毎に対応することが求められています。 
また、特殊な免疫不全の背景を持つ方については必要に応じてＰＣＲまたは抗原定量

検査を実施し、その結果を踏まえて判断することも検討してください。 
 

（参考資料） 

１）新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き（第 10.0 版） 

 
 
Ｑ11．陽性者の部屋の消毒はどのようにしたらよいか？床の消毒は必要ないか？ 

Ａ．陽性者がそのまま自分の部屋を利用している場合は、陽性者と介護者がよく手が触れる

部分をアルコールなどで消毒します。トイレの清掃は、次亜塩素酸ナトリウム 0.1％の

溶解液を使用します。 
  床の消毒は通常の清掃と同等でよいですが、隔離中である場合は床掃除用シートなどで

埃をぬぐいとるようにします。 
  また、陽性者が解除された部屋は、そのまま換気を行い、室内の消毒を適切にしましょ

う。 
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Ｑ12．廃棄物は感染性廃棄物として処理する必要があるか？ 

Ａ．紙おむつについては、糞便において検出例があることより、感染性廃棄物として処理し

ます。 
陽性者が使用したマスクやティッシュ、介護者が使用したマスクや手袋などの防護具

類は、一般廃棄物として取り扱われますが、廃棄物は極力手が触れないようにした蓋付

きの足ふみ容器内の中にビニール袋を入れておき、廃棄する時は、その袋を取り出して

封をし、中の空気を抜いて、さらにもう 1 枚ビニール袋で覆って廃棄します。ビニール

袋にアルコールなどの消毒を噴霧する必要はありません。 
 
（参考資料） 

１）令和 2 年 9 月（令和 5 年 3 月一部改定） 環境省 環境再生・資源循環局 
廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

 https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html 
２）令和 5 年 5 月 環境省 環境再生・資源循環局 

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル 
https://www.env.go.jp/recycle/waste/guideline.html 

 
 

■療養期間の考え方について 

Ｑ13． 職員の出席停止は義務となるか？ 

Ａ．義務ではありませんが、医療機関や高齢者施設に従事する職員の療養期間については発 
症日を０日目として５日間～７日間は就業制限し、少なくとも１０日間は他人へ感染 
させないように注意します。特に発症後５日間はウイルスの排泄量が多いことから、 
発症後５～７日間は利用者さんに直接支援する業務は控えることが望ましいです。 
就業再開時に必ずしも検査で陰性を確認する必要はありません。感染者の増加などに

より就業制限が困難な場合は、N95 マスクを着用して勤務することも施設内の状況な

どを鑑みて検討してもよいでしょう。 
 
（参考資料） 

１）新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引き（第 10.0 版） 
２）2023 年 9 月 19 日 5 類移行後、COVID-19 の感染対策面の課題に対する学会の考え方 
  一般社団法人 日本環境感染学会 

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=518  
３）2023.5.12 修正 新型コロナ類型変更後（5/8 以降）の取り扱い～施設からの問い合わせが多い事項に

ついて～ 公益社団法人全国老人保健施設協会 P18～20  
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■面会者への対応について 

Ｑ14．新型コロナウイルスが感染症法上５類になり、家族からの面会希望も増えました。面会をす

るにあたっての工夫などはあるか？ 

Ａ．「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第５版）」 
５．COVID-19 確定例へのその他の対応 ５）面会 を参照 
高齢者施設における面会の実施に関する取組について－with コロナで行う高齢者施

設での面会について－の以下の動画も参考になります。 
 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00014.h
tml 

 
 

■その他 

Ｑ15．老人保健施設での治療薬使用は保険適応になるのか？それとも施設負担になるのか？ 

Ａ．医療保険の場合に公費対象となりますが、介護保険では算定できませんので施設負担と

なります。 
常勤医ではなく、他の医師による診療であれば保険診療として利用者の負担となりま

す。 
 

（参考資料） 

１）令和 5 年 6 月 2 日 事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部・老健局老人保健課他 

高齢者施設等における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオカプセル及びパキロビットパック）の活用方法

について（再改定） 
２）2023.5.12 修正 新型コロナ類型変更後（5/8 以降）の取り扱い～施設からの問い合わせが多い事項に

ついて～ 公益社団法人 全国老人保健施設協会 


